
　　　　２０２６年３月９日に堀田建設株式会社は経済産業省が優良な健康経営を実践している法人を

　　　　顕彰する「健康経営優良法人２０２６ 中小規模法人部門」に認定されました。

　　　　健康経営優良法人制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康

　　　　増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する

　　　　制度です。

　　　　弊社でも社員の健康管理が会社経営の重要事項であるという方針から、下記の事を実施しました。

　　　　・定期健康診断を社員全員が受けられるよう、複数の受信日を設定

　　　　・健康診断に基づく医療機関での大検査を勧め、要検査判定者には個別に報告をしてもらうことに

　　　　　より、健康状態の向上を図る

　　　　・消毒液を全施設に設置し、感染予防に努める　　など

　　　　従業員が心身ともに安心して健康的に働くことができる職場環境作りに励んでいます。

引き続き、共に働く仲間が安全と健康

の確保の元、充実した生活ができるよ

う働きやすい職場環境づくりに取組み

ます。

に選ばれました！


